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 佐賀県告示第 142 号 

 佐賀県文化財保護条例（昭和 51年佐賀県条例第 22号）第４条第１項の規定

により、佐賀県重要文化財として次のとおり指定する。 

  令和３年５月 11日 

            佐賀県知事  山  口  祥  義     

 佐賀県重要文化財 

 

 

記号番号 種別 名称 員数 所在地 所有者 

重第 250

号 

佐賀県重要

文化財 

（絵画） 

鍋島直大像 百

武兼行筆 

 

１面 佐賀市松原二丁目

５番 22号 

公益財団法人鍋島

報效会 

公益財

団法人

鍋島報

效会 

重第 251

号 

佐賀県重要

文化財 

（典籍） 

東遊歌風俗歌譜 

 

１巻 佐賀市松原二丁目

５番 22号 

公益財団法人鍋島

報效会 

公益財

団法人

鍋島報

效会 

重第 252

号 

佐賀県重要

文化財 

（建造物） 

石造肥前鳥居 

天正十三年の銘

あり 

１基 佐賀県杵島郡白石

町大字辺田 

宗教法人稲佐神社 

宗教法

人稲佐

神社 

重第 253

号 

佐賀県重要

文化財 

（考古資料） 

磯道遺跡出土石

器接合資料 

７個

体 

佐賀県唐津市肥前

町入野甲 1730 番地 

唐津市肥前市民セ

ンター 

唐津市

教育委

員会 


